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エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法）の概要
省エネ法では、工場等の設置者、輸送事業者・荷主に対し、省エネ取組の目安となる判断基
準（設備管理の基準やエネルギー消費効率改善の年１％改善目標等）を示すとともに、一定
規模以上の事業者にはエネルギーの使用状況等を報告させ、取組が不十分な場合には指導・
助言や合理化計画の作成指示等を行うこととしている。

エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
者
へ
の
直
接
規
制

使
用
者
へ
の

間
接
規
制

工場・事業場 運輸

工場等の設置者
・事業者の努力義務

貨物/旅客輸送事業者
・事業者の努力義務

荷主（自らの貨物を輸送事業者に
輸送させる者）
・事業者の努力義務

努力義務の対象者

特定貨物／旅客輸送事業者
（保有車両トラック200台以上等）
・計画の提出義務
・エネルギー使用状況等の
定期報告義務

特定荷主
（年間輸送量3,000万ﾄﾝｷﾛ以上）
・計画の提出義務
・委託輸送に係るエネルギー
使用状況等の定期報告義務

報告義務等対象者

一般消費者への情報提供特定エネルギー消費機器等（トップランナー制度）

※建築物に関する規定は、平成29年度より建築物省エネ法に移行

製造事業者等（生産量等が一定以上）
・自動車や家電製品等32品目のエネルギー消費効率の
目標を設定し、製造事業者等に達成を求める

特定事業者
（エネルギー使用量1,500kl/年以上）
・エネルギー管理者等の選任義務
・中長期計画の提出義務
・エネルギー使用状況等の定期報告義務

家電等の小売事業者やエネルギー小売事業者
・消費者への情報提供（努力義務）
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省エネ法における荷主制度の背景と概要
平成18年の省エネ法改正において、運輸分野の省エネルギー対策として、輸送事業者とともに荷
主に対し、省エネ取組について義務づけ。

荷主が省エネの取組を実施するにあたって、具体的に措置すべき事項を判断基準として公表。

・ 省エネ取組方針の策定と効果の把握（方針の策定、社内体制の構築、定期的確認等）
・ 輸送効率向上措置等（荷姿の標準化、距離の短縮、モーダルシフト）
・ 目標の設定と計画的な取組の実施（中長期的に見た年間低減目標（１％） 等）

判断基準

自らの事業活動に伴う貨物輸送量が3,000万トンキロ以上の者を特定荷主として指定。

義務対象者

Ⅰ．中長期計画の策定（年１回、主務大臣（経済産業大臣＋事業所管大臣）に提出）
合理化の目標達成のために計画を作成する。

Ⅱ．定期の報告（年１回、主務大臣（経済産業大臣＋事業所管大臣）に提出）
・ 輸送に係るエネルギーの使用量
・ エネルギー消費原単位 ： 委託輸送に係るエネルギー使用量÷売上高や物流量
・ 省エネ措置の実施状況 等

義務内容



平成30年度改正省エネ法における荷主の定義変更・準荷主の位置づけ
平成30年度の省エネ法改正において、貨物の所有権を問わず、契約等で輸送の方法等を決定
する事業者を荷主と定義することで、貨物の所有権はないものの輸送方法等を決定するネット小
売事業者も省エネ法の荷主規制の対象とした。
また、貨物輸送事業者との契約関係はないものの、貨物の受取又は引渡しを行う日時及び場
所の指示を行うことができる事業者を準荷主と位置づけ、努力義務を規定した。
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貨物輸送ネット小売
事業者

連携

・積載率向上
・輸送量の平準化

・包装材の軽量化・小型化
・宅配ボックスの設置

契約等で輸送の方法等を決定する事業者 ⇒ 荷主〇

荷主の定義変更

荷主 ＝ 輸送の方法等を決定する事業者
・貨物の所有権を問わず、契約等で輸送の方法等を決定す
る事業者を荷主と定義。
・貨物の所有権のないネット小売事業者も省エネ法の対象へ。
※貨物輸送事業者との契約がなく、輸送の方法等を決定し
ていないモール事業者やＣtoＣの仲介事業者は対象外。

部品工場A

部品工場B

部品工場C

組立工場等

準荷主の位置づけ

荷主：
輸送方法を決定

準荷主：
到着日時等を指示
＜省エネへの協力＞

準荷主 ＝ 到着日時等を指示できる荷受側の事業者
・貨物の到着時刻等を指示できる荷受側の事業者を準荷主
と位置づけ、努力を求める。（努力義務）
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令和４年度改正省エネ法を踏まえた荷主関連の対応
非化石エネルギーへの転換に関する措置の新設を踏まえ、その適切かつ有効な実施を図るための
荷主に対する判断の基準を新たに設けることが必要である。
貨物輸送部門における非化石エネルギーへの転換にあたっては、荷主と貨物輸送事業者が、一
体となって取り組むことが重要。別途、国土交通省主導で検討される貨物輸送事業者に対する
非化石エネルギーへの転換に関する判断の基準と連携して検討を進める。



貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律（議員立法）の概要 （平成30年法律第96号）

トラック運送業の健全な発達を図るため、規制を適正化

時間外労働規制の適用（令和６年４月）を見据え、緊急に運転者の労働条件を改善

改正の目的

改正の概要

１．規制の適正化

参入要件を厳格化（欠格期間の２年から５年への延長や、資金力確保の厳格化等）

２．事業者が遵守すべき事項の明確化
定期的な車両の点検・整備の実施や社会保険料の納付等の義務づけ

３．荷主対策の深度化

トラック事業者の法令遵守に係る荷主の配慮義務や、国土交通大臣による荷主への働きかけの規定を新設

４．標準的な運賃
運転者の労働条件を改善し、持続的に事業を運営するための参考指標として「標準的な運賃」の制度を導入

【時間外労働規制が適用されるまで（令和６年３月）の時限措置】

【時間外労働規制が適用されるまで（令和６年３月）の時限措置】
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※令和４年８月２４日現在

荷主起因の違反原因行為の割合

対応内容 荷主数

要 請 １

働きかけ ６２

「働きかけ」等を実施した荷主数

49.0%

11.0%

13.0%

10.0%

7.0%

3.0%
7.0%

長時間の荷待ち

過積載

依頼になかった附帯業務

拘束時間超過

無理な配送依頼

異常気象

その他

働きかけ 要 請

※ 荷主の行為に独占禁止法違反の疑いがある場合は、公正取引委員会へ通知

勧告・公表

違反原因行為を荷主がしている
疑いがあると認められる場合

荷主が違反原因行為をしていること
を疑う相当な理由がある場合

要請してもなお改善
されない場合

貨物自動車運送事業法改正法附則第１条の２に基づく荷主への働きかけ等

国交省HPの意見募集窓口、地方運輸局からの連絡、適正化事業実施機関との連携等により、
国交省において端緒情報を収集。事実関係を確認の上、荷主関係省庁と連携して対応。

荷主対策の深度化
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平成30年改正後の貨物自動車運送事業法に基づき、運賃交渉力の弱い運送事業者の適正
な運賃収受を支援することを目的に、令和２年４月「標準的な運賃」を告示。
「標準的な運賃」では、運転者について全産業並みの給与、車両の更新期間５年、一般的な
利潤（自己資本金の10%）などの経営改善につながる前提を置いて、参考となる運賃を示して
いる。
運送事業者が自己の経営状況を踏まえて運賃を分析し、荷主との運賃交渉に臨むことが肝要。

標準的な運賃

STEP１ 標準的な運賃制度を理解する

STEP２ 自社で運賃を計算する

STEP３ 荷主と運賃を交渉する

STEP４ 運賃の事後届出を行う

標準的な運賃 届出までのプロセス

●セミナー、各種協議会による周知・浸透

●経営状況の振り返り・分析を促進

・ドライバー人件費 ・車両の更新費用
・実車率 ・保険料 ・適正利潤

●運賃交渉の障壁解消

・荷主の理解

※標準的な運賃の届出率 ４９．２％ （令和４年７月末時点）



燃料価格の上昇に対する国土交通省の対応（トラック関係）

「燃料費を含む適正な運賃の収受」という基本的考え方に基づき「標準的な運賃や「燃
料サーチャージ」の導入等により、燃料価格上昇分を反映した適正な運賃等への見直し
を行うよう、荷主企業に理解と協力を呼びかけ。
具体的には、以下の対応を実施。（R4.8.31現在）
○荷主関係団体（約1,000団体）あて要請文書を発出（R3.11.10）
○荷主企業（約45,000社）あて要請文書を全ト協と連名で発出（R4.1.21）
○運輸支局長等による荷主団体、荷主企業への訪問（123回）
○各県の取引改善協議会やホワイト物流セミナー等を通じた周知（133回）

①荷主への周知・広報の強化

※荷主向け
パンフレット

※荷主企業を訪問し、要請文
書を手交する運輸支局長

②相談窓口の設置
トラック事業者が、燃料費の上昇分への運賃等への反映について相談ができるよう、国土交通本省、地方運輸局、運輸支局
に、全国で合計64の相談窓口を新たに設置するとともに、国土交通省目安箱（web）にも意見募集の対象として燃料価格
に関する事項を新たに明記。
○R4.8.31現在、計32件の相談に対応

③荷主働きかけ等の法的措置
燃料費の上昇分を運賃等に反映することを求めたにもかかわらず不当に据え置くこと
は、独禁法の違反（買いたたき）等になるおそれがあるとともに、改正貨物自動車
運送事業法に基づき、国交省による荷主への働きかけや、要請、勧告・公表等の
対象にすることとし、この点につき、関係省庁等と連携して対応。
○R4.8.31現在、上記の相談に基づき、７件の働きかけを実施

働き
かけ 要請 勧告・

公表

違反原因行為を荷主
がしている疑いがあると
認められる場合

荷主が違反原因行為をし
ていることを疑う相当な理
由がある場合

要請してもなお改
善されない 場合

＜貨物自動車運送事業法附則第１条の
２に基づく荷主への働きかけのフロー＞

※燃料サーチャージに関する相談・意見・質問等：25件、運賃交渉に関する相談・意見等：６件、燃料価格に関する意見：１件

※運賃・料金や運送条件に関する運送事業者との交渉に応じるよう働きかけ：７件（東北、関東、中部、中国、九州運輸局管内）
○R4.8.31現在、中小企業庁と連携し、下請中小企業振興法に基づき助言（注意喚起）を実施
※元請運送事業者に対して下請事業者との価格転嫁や価格交渉を適正に行うよう助言

※ 荷主の行為に独占禁止法違反の疑いがある場合は、公正取引委員会へ通知
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燃料価格上昇を踏まえた荷主への周知
国自貨第６９号
令和３年１１月１０日

荷主関係団体 御中

国土交通省自動車局貨物課長

貨物自動車運送事業者の適正な運賃収受のための周知について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

今般の燃料価格上昇によって貨物自動車運送事業者の経営状況に与える
影響が懸念されています。こうした燃料価格の上昇分については、「標準
的な運賃」の設定や燃料サーチャージの導入等によって適正な運賃収受に
繋げ、貨物自動車運送事業者のみがその負担を抱えないことが必要です。
また、今般の燃料価格上昇は、適正な運賃収受の重要性について認識を
新たにするものではありますが、そもそも、「標準的な運賃」において積
算される人件費、車両更新に要する費用、事業運営や物流効率化に必要と
なる設備導入に要する経費などを含め、適正な運賃を収受することが物流
の持続可能性を確保するうえで重要です。
つきましては、荷主（運送委託者）と貨物自動車運送事業者が協議の上、
適正な運賃による運送契約の締結を行うことは、取引環境の適正化のため
に不可欠であることから、今般の趣旨についてご理解いただき、下記の事
項について、傘下会員への周知等にご協力を賜りたくお願い申し上げます。

記

１．貨物自動車運送事業者と協議の上、燃料費の上昇分を反映した適正
な運賃・料金への見直しを行うこと。

２．貨物自動車運送事業者から燃料費の上昇分を運賃・料金に反映するこ

とを求められたにもかかわらず、運賃・料金を不当に据え置くこと
は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律
第５４号）に違反するおそれがあるとともに、貨物自動車運送事業法
（平成元年法律第８３号）附則第１条の２に基づき、荷主への働き
かけ、要請、勧告・公表等の対象となること。
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価格転嫁円滑化に向けた法執行の強化
「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」（令和３年12月27日）に
基づき、労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇分が適切に転嫁されるよう、政府として取組を進
めている。

【独占禁止法関係】
◯ 荷主による物流事業者に対する優越的地位の濫用について調査を実施。独占禁止法上の問題につながるおそれ
のある荷主641名に対して、具体的な懸念事項を明示した文書を送付して、注意喚起を実施（R4.5）

◯ 優越的地位の濫用に関して、対象業種を追加（道路貨物運送業を含む22業種）し、緊急調査を実施（R4.6
受注者向け）。今後、発注者向け調査や、コスト上昇分の転嫁拒否が疑われる事案への立入調査を実施。
【下請代金法関係】
◯ 労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇を取引価格に反映しない取引は、下請代金法上の「買いたたき」に該
当するおそれがあることを明確化（R4.1公取委「運用基準」改正）

◯ コスト上昇分の転嫁拒否が疑われる事案が発生していると見込まれる業種について、重点立入業種として、道路貨
物運送業を含む４業種を選定（R4.5）

独占禁止法、下請代金法の対応（公正取引委員会、中小企業庁）

◯ 毎年9月及び3月を「価格交渉促進月間」として設定し、業界への働きかけ、アンケート及び下請Ｇメンによるフォ
ローアップ調査を実施。

◯ 調査に基づき、価格交渉・転嫁の状況の良くない親事業者に対して、下請振興法に基づく助言（注意喚起）を
実施（R4.4)。

◯ 下請振興法に基づく「振興基準」を改正し、親事業者に求められる取組として、コストが上昇した下請事業者から
申出があった場合、遅滞なく協議を行うこと、下請事業者の賃上げが可能となるよう十分に協議して取引対価を決
定すること等を追加（R4.7）。今後、改正した振興基準は、業界団体の自主行動計画の改定や、個社への指
導・助言に活用。

下請振興法の対応（中小企業庁、事業所管省庁）
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〇 国民生活や産業活動に必要な物流を安定的に確保するため、若者、女性、高齢者も含めた全ての人にとって魅力あ
る「よりホワイト」な職場づくりを行う取組。

〇 荷主企業、トラック事業者など、関係者が連携して当該取組を強力に推進。

「ホワイト物流」推進運動 ～ ホワイト物流推進運動の概要 ～

国 民

[自主行動宣言企業]
※１，４５０社（令和4年7月末時点）

その他企業

イメージアップ↑

売上増 ・ 就職者増 価格競争回避
取引企業の増

信頼性向上↑＝ ＝

荷主企業
トラック事業者

理解・協力

ホワイト物流推進運動

理解・協力

平成30年 5月30日
「ホワイト物流」推進運動を重点施策とする 「自動車運送事業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議政府行動計画」が決定

※ホワイト物流推進運動の取組企業が働きやすくなっていることについてPR

※トラックドライバーのうち、１０代・２０代は約１０％、６５歳以上は約９％、女性は約３％

【必須項目】

・取組方針
・法令遵守への配慮
・契約内容の明確化・遵守

推進運動のイメージ

【推奨項目】 ※企業の判断で複数項目から選択

Ａ．運送内容の見直し
Ｂ．運送契約の方法
Ｃ．運送契約の相手方の選定
Ｄ．安全の確保

（宣言が多い上位3項目）
・物流の改善提案と協力
・異常気象時等の運行の中止・中断等
・パレット等の活用

宣言内容
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